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少年法の適用年齢引き下げに改めて反対する会長声明 

 

第１ 声明の趣旨 

      当会は、少年法の適用対象年齢を現行の２０歳未満から１８歳未満に引

き下げることに改めて反対する。 

第２ 声明の理由 

  １ はじめに 

      すでに、当会は、２０１５年（平成２７年）７月６日に少年法の適用対

象年齢を引き下げることに反対する会長声明を発しているところである。 

    しかし、現在、法務省の法制審議会少年法・刑事法（少年年齢・犯罪者

処遇関係）部会において、少年法の適用対象年齢を現行の２０歳未満から

１８歳未満に引き下げることの是非を審議していることから、同部会の議

論状況に鑑み、改めて本会長声明を発するものである。 

 ２ 法制審議会における議論状況 

    法制審議会において少年法の適用対象年齢の引き下げの是非に関して交

わされたこれまでの審議の結果、現行の少年法が１８歳及び１９歳の少年

の健全な育成と更生を図る上において有効に機能していることについて
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は各委員の間においても格別の異論がないものと解される。 

      一方、今後、民法の成年年齢が１８歳に引き下げられた場合には、民法

の成年年齢と少年法の適用対象年齢が異なることは法的な整合性という

観点から問題があるのではないかという指摘がなされてもいる。 

      そして、同審議会は、犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事

の実体法、手続法の整備に関する審議の内容を踏まえ、少年法の適用対象

年齢の引き下げの是非についてさらに検討を進めるのが適当であるとし

て、現在、犯罪者に対する処遇についての審議をしているところである。 

 ３ 民法の成年年齢と少年法の適用対象年齢の関係 

   当会としては、民法の成年年齢を１８歳に引き下げること自体に反対を

する会長声明（２０１７年（平成２９年）８月５日）を発しているところ

であるが、仮に民法の成年年齢が１８歳に引き下げられたとしても、その

ことを理由として少年法の適用対象年齢を１８歳未満に引き下げなけれ

ばならないものではない。 

      すなわち、ある法規範の適用対象年齢をどのように定めるかということ

は、当該法規範の趣旨や目的に照らして個別具体的に検討されるべき問題

であり、民法の成年年齢から他の法規範の適用対象年齢が一律に定められ
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るべきものではない。 

    このことは、現行法上も、婚姻可能年齢（男性１８歳、女性１６歳）、喫

煙・飲酒可能年齢（２０歳）、被選挙権年齢（衆議院２５歳、参議院３０

歳）といったように、法規範ごとに適用対象年齢が異なっていることを見

ても明らかである。 

    そして、民法の成年年齢と少年法の適用対象年齢の関係についても、戦

前の旧少年法においては適用対象年齢を１８歳未満と定めており、民法上

の成年年齢（２０歳）とは一致していなかったことを見ても両者が必ずし

も一致しなければならない性質のものではないことが分かる。なお、その

後、少年法の適用対象年齢が２０歳未満に引き上げられたが、それは少年

法が果たすべき役割の重要性からして１８歳及び１９歳の者に対しても

少年法を適用することが望ましいという理由によるものであって、民法上

の成年年齢と合致させるべきであるとの理由によるものではなかったと

理解されている。 

      一方、民法の成年年齢に達した者に対して少年法を適用することは過度

なパターナリズム（保護主義）であるとの指摘もある。 

      しかし、少年法上の処遇はパターナリズムという観点のみではなく、少
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年の健全な育成を通じて再犯の防止を図ることなども含めた総合的な刑

事政策的観点に基づいて理解されるべきものであり、民法の成年年齢に達

した者に対して少年法を適用することが過度なパターナリズムに当たる

ものであると単純に解することはできない。 

      現行法上も、婚姻により成年擬制がされていても２０歳未満であれば少

年法が適用されているが、これが過度なパターナリズムによるものである

として特に問題とされているものではない。 

 ４ 少年法の適用対象年齢を引き下げる立法事実がないこと 

      少年法の適用対象年齢を引き下げるか否かという問題は、少年の健全な

育成と更生を図るという少年法の目的を達成する上で適用対象年齢を引

き下げることが有効か否かという観点から検討されるべき問題である。 

    そして、現行の少年法は１８歳及び１９歳の少年の健全な育成と更生を

図る上において極めて有効に機能しているということができる。 

      すなわち、現行の少年法においては、いわゆる全件送致主義のもと、２

０歳以上の者であれば微罪処分や起訴猶予処分にされてしまうような比

較的軽微な事件についても家庭裁判所による調査の対象として、心理学や

社会学などの専門的知見を有する家庭裁判所調査官が行動科学（医学、心
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理学、教育学、社会学、社会福祉学等）の知識や技法を活用して、非行の

経緯、動機、態様のみならず、少年の生育歴、家庭環境、生活状況、交友

関係、心身の状態等を総合的に調査し、少年が非行に至った原因とその背

景（非行メカニズム）を科学的に解明するとともに、再非行に至る危険性

の予測をした上で、少年の更生と健全な育成を図り、再非行を防止するた

めの教育的な働きかけを行っているところである。 

      また、一定の場合には家庭裁判所裁判官の観護措置決定に基づいて少年

を一定期間少年鑑別所に収容し、専門家である法務（心理）技官や法務教

官及び医師が、２４時間体制での行動観察や面接、心理検査、検診等を行

って少年の性格や資質などの鑑別をしている。 

    さらに、弁護士が少年の付添人に選任された場合には、付添人の立場か

らも非行の原因や背景を調査するとともに少年の更生と立ち直りを図り、

再非行を防止するため、少年に寄り添いつつ少年自身の内省が深まるよう

に働きかけをしたり、家庭環境や生活環境の改善を図るために被害者や少

年の親をはじめとする関係者との調整を行ったりしているのである。 

    これらの多面的で重層的な調査、鑑別と働きかけがなされることによっ

て、これまでに多くの少年がそれぞれに抱えてきた問題を認識し、それを
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克服しようと努力をして立ち直っていくことができ、その結果として再非

行も防止されてきたということができる。 

      このように、現行の少年法は、１８歳及び１９歳の者を含む少年の健全

な育成と更生を図るという同法の目的を達成する上において極めて有効

に機能してきたのであって、少年法の適用対象年齢を１８歳未満に引き下

げて１８歳及び１９歳の者を少年法上の処遇から除外しなければならな

い事情（立法事実）が存在しないことは明らかである。 

      むしろ、１８歳及び１９歳の者が少年法上の処遇から除外されることに

よって更生をする機会が失われて再犯のリスクが高まることが容易に予

想され、社会の安全にとっても深刻な悪影響をもたらしかねないことは２

０１５年の前記会長声明においても指摘したとおりである。 

  ５ 厳罰化すべき必要性がないこと 

    以上に対して、１８歳及び１９歳の者を少年法上の処遇から除外するこ

とによって、これらの者の大人としての自覚を促し、その結果としてこれ

らの者の健全な育成と犯罪の抑止が図られるとする意見も見られる。 

      しかし、２０１５年の前記会長声明でも指摘したように、現行の少年法

においては、故意の犯罪により人を死亡させた重大事件については、原則
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として裁判員裁判を経て刑事罰を科すものとされ、行為時に１８歳以上の

少年については死刑判決を選択することも可能とされているほか、平成２

６年には、少年に適用される刑の上限を引き上げる法改正もなされたばか

りである。 

      このように、現行の少年法を前提としても、少年に対し、その犯した罪

に応じた刑事罰を科すことは十分に可能なのであって、上記法改正の効果

についての然るべき検証もなされないままにさらなる厳罰化をすること

は立法事実を欠くものであって適切ではないと言わざるを得ない。 

  ６ 刑事政策的措置について 

    前記のように、法制審議会では、犯罪者に対する処遇を一層充実させる

ための刑事の実体法、手続法の整備に関する審議の内容を踏まえた上で、

さらに少年法の適用対象年齢引き下げの是非についての検討を進めるの

が適当であるとして、現在、犯罪者に対する処遇についての審議を進めて

いる。 

    もとより、現行法制上における刑事政策的措置については２０歳に達し

た途端に少年法に基づく調査や教育的処遇を受けられなくなるなどの点

で、改善・充実すべき課題が少なくないことはたしかである。 
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      しかし、これらの課題については、本来、少年法の適用年齢対象を引き

下げるか否かという問題とは切り離して、十分な時間をかけて慎重に検討

されるべきものであり、少年法の適用対象年齢を引き下げるための手当て

という観点からこの問題を議論するのであれば、それは引き下げという結

論ありきの議論であると言わざるを得ない。 

 ７ 結論 

      以上のとおりであるから、当会は、少年法の適用対象年齢を１８歳未満

に引き下げることに改めて反対するものである。 

以上 

 

２０１８年（平成３０年）１月３０日  

 

長野県弁護士会会長 三 浦 守 孝 

 


